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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】都市建築課・都市建築係 

個人情報ファイルの名称 建築計画概要書 

行政機関等の名称 富良野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
建設水道部都市建築課 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法第 93 条の２の規定により、一般の閲覧の用に供す

るため 

記録項目 

１建築主の氏名・住所、２代理者、設計者及び工事監理者の資

格・氏名・建築士事務所名・所在地・電話番号、３建築設備の

設計に関し意見を聴いた者の氏名・勤務先・所在地・電話番号・

登録番号、４工事施工者の氏名・営業所名・所在地・電話番号、

５建築物及びその敷地に関する事項、６付近見取図、７配置図 

記録範囲 建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請者 

記録情報の収集方法 建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請時 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 閲覧申請者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）富良野市総務部総務課 

（所在地）〒076-8555 北海道富良野市弥生町１番 1号 

別途、建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の

閲覧場所及び閲覧に関する規程（平成 11 年訓令第６号）によ

り写しの交付ができますので、詳しくは所管部署（都市建築課）

にお問い合わせください。 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


